
平成26年６月橋本市議会定例会会議録（第３号）その８

平成26年６月17日（火）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

（午後３時55分　再開）

○議長（石橋英和君） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

　日程に従い、一般質問を行います。

　順番14、22番　中本君。

〔22番（中本正人君）登壇〕

○22番（中本正人君） それでは、本日 後の

質問者として、あともう少しお願いいたしま

す。それでは通告に従いまして、一般質問を

行わせていただきます。

　今回は、市有地の有効活用と市立共同浴場

えびす温泉の二点についてお伺いします。

　国も地方も財政が厳しいということは、今

さら申すまでもないことです。本市も、高齢

化や人口減少、景気の低迷などにより、市税

などの収入が伸びない一方で、医療や福祉な

どにかかるお金は増え、厳しい財政状況が続

いております。

　市税も、平成 21年から 24年の４年間で、約

３億円の減少となっております。そして、合

併特例債の状況を見ましても、平成 26年度当

初予算を入れますと、発行可能残高は12億

3,540 万円となっております。今後は、合併

特例債の償還、厳しくなってくると言われて

いる普通交付税、そして市税の減少と、本市

の財政も非常に苦しいということです。

　平成 24年度の決算を見ましても、本市の財

政指数は、県下で財政力指数 0.493 で６位、

経常収支比率 98.4％で７位であります。厳し

くなっていく本市の財政状況を見たとき、よ

り一層の行財政改革なくして、本市の明るい

将来は見えてこないということです。

　市有地の有効活用も、行財政改革の大きな

一つであると思います。本市の市有地としま

しては、自治会の建物敷地、福祉施設敷地、

神社関係敷地、その他の建物の敷地、区など

が使用している元学校敷地、そして分譲可能

な土地、そして昨年解散した開発公社用地な

どがあります。本市の財産である市有地、市

民の財産でもある市有地の有効活用について

当局はどのように考えているのか。以下の点

についてお伺いしたいと思います。

　一点目としまして、幼保一元化で廃園とな

った、また廃園となる園の跡地利用について。

　二点目としまして、区などが使用している

元学校敷地について。

　三点目としまして、分譲可能な土地につい

ての三点をお伺いしたいと思います。

　２項目めとしましては、市立共同浴場えび

す温泉についてお伺いします。

　合併当時、市立共同浴場は名古曽地区のた

から湯、岸上地区のえびす温泉がありました

高野口町民の高齢者の皆さんが憩いの場であ

ったたから湯が、平成 21年３月末をもって閉

鎖され、市営浴場としましては、現在えびす

温泉と紀望の里の２浴場であります。

　全国浴場組合によりますと、 盛期の 1968

年には全国で１万 7,642 軒が加盟していたそ

うですが、家庭風呂の普及やスーパー銭湯の

進出で、昨年には 3,208 軒まで減少したと言

われております。

　えびす温泉の１回の入浴者は、平均１日

108 人であります。そして、岸上区の入浴者

は約３分の１の 35人であり、あとは他地域か

らの入浴者であります。ご紹介しますと、神

野々地区、野地区、柏原地区、古佐田地区、

東家地区、城山台地区、さつき台地区、清水

地区、下兵庫地区、そして高野口町からの入
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浴者は、伏原地区、応其地区、名古曽地区、

名倉地区、向島地区の人たちであります。

　高齢者の憩いの場である、健康管理の場で

もある市営浴場を、当局はどのように考えて

おられるのかをお伺いして、１回目の質問を

終わりたいと思います。明快なる答弁をよろ

しくお願いいたします。

○議長（石橋英和君） 22番　中本君の質問項

目１、市有地の有効活用に関する質問に対す

る答弁を求めます。

　総務部長。

〔総務部長（枡谷俊介君）登壇〕

○総務部長（枡谷俊介君） 市有地の有効活用

についてお答えします。

　本市の普通財産である市有地の有効活用に

ついては、行政改革推進計画に基づき、原則

売却という方向で実施しています。

　議員おただしのように、市有財産は市民の

貴重な財産であり、市民サービスの向上や行

政目的の実現など、市の貴重な経営資源とし

て活用する必要があると考えています。

　まず、幼保一元化で廃園となった保育園、

幼稚園の跡地利用についてですが、高野口こ

ども園設置により廃園となった信太保育園、

向島保育園、高野口保育園、大野保育園のう

ち、信太及び高野口保育園については、園舎

部分を既に売却しており、園庭部分は地元区

と協議の上、地元の公園及び防災倉庫設置用

地として無償貸与しています。残り２園のう

ち、向島保育園の園舎部分は未売却ですが、

園庭部分は地元区に公園、防災倉庫設置用地

として無償貸与しています。大野保育園につ

いては、まだ地元区と協議中の状態にありま

す。高野口幼稚園については、小学校敷地内

に建設されているため、小学校の附属施設と

して活用しています。

　また、すみだこども園の設置により、すみ

だ保育園、山内幼稚園、隅田幼稚園、兵庫幼

稚園、恋野幼稚園が廃園となりましたが、こ

のうちすみだ保育園については、昨年度敷地

内水路のつけ替えが完了し、現在売却可能の

状態となっています。幼稚園のうち、隅田幼

稚園については、園舎部分を地元垂井区に売

却し、園庭も垂井区に貸与しています。山内

幼稚園については、園庭部分を地元山内区・

平野区へ貸しつけ、園舎部分は山内区へ譲渡

しました。兵庫幼稚園については、地元下兵

庫・河瀬区へ管理委託をしています。恋野幼

稚園については、小学校敷地内に建設されて

いるため、小学校の附属施設として活用して

います。

　今後設置予定の応其こども園、橋本こども

園については、応其こども園で、名古曽保育

園、伏原保育園と応其幼稚園が、橋本こども

園で、橋本保育園、橋本東保育園と橋本幼稚

園が廃園となりますが、保育園４園について

は、同様に原則売却という考え方のもと、地

元区と協議していきたいと考えています。ま

た、応其幼稚園については、解体後小学校敷

地として活用していきます。橋本幼稚園につ

いては、既に取り壊しを行い、園児は橋本保

育園で保育園児と同じ園舎で保育を実施して

いますが、園舎跡地は道路と公用車駐車場と

して利用していきます。

　次に、元学校敷地、応其中学校、山田中学

校、紀見小学校と旧橋本中央中学校紀見校舎

敷地の今後についてですが、山田中学校跡地

については、（仮称）山田地区公民館の建設

が決定しています。また、駐在所南側の残地

については、西側法面工事及び水路工事が完

了後、売却をする予定です。応其中学校、紀

見小学校と旧橋本中央中学校紀見校舎の跡地

については、地域高齢者の生きがい活動でも

あるグラウンドゴルフ場やゲートボール場等

として活用いただいており、思い入れの強い

場でもありますので、地元区と十分協議の上
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売却していきたいと考えています。

　次に、分譲可能な土地の進捗状況について

ですが、売却実績としましては、こども園に

より廃園となった用地を含めて、平成 23年度

で６件 2,988 万 7,731 円、平成 24年度では４

件 919 万 7,840 円、平成 25年度では７件

2,918 万 5,802 円となっています。また、境

界等が確定し、処分可能な未利用地について

も、売却を原則として鋭意取り組んでいきま

す。

　なお、社会福祉法人や学校法人等に無償で

貸与を行っている用地につても、売却の方向

で交渉していきたいと考えていますので、ご

理解をお願いいたします。

○議長（石橋英和君） 22番　中本君、再質問

ありますか。

　22番　中本君。

○22番（中本正人君） それでは、再質問させ

ていただきます。

　まずはじめにお聞きしたいのは、本市の普

通財産というものはどのぐらいあるのか。そ

れをまずお聞きしたいと思います。

○議長（石橋英和君）総務部長。

○総務部長（枡谷俊介君） 普通財産について

のおただしでございますが、平成 25年度末の

普通財産といたしましては、宅地54筆２万

2,422.86㎡、雑種地が 24筆１万 9,415.28㎡、

田が45筆１万 7,666.57 ㎡、畑が13筆 4,294

㎡、山林が 35筆26万 7,714.66㎡、その他 17筆

５万 4,020.08㎡ございまして、計 188 筆で33

万 6,933.45㎡ございます。

　以上です。

○議長（石橋英和君）22番　中本君。

○22番（中本正人君） ありがとうございまし

た。

　しかし、すごい土地ですね。これが普通財

産として路線価格で売れるんですから、この

厳しい財政の中、やはり売却につきましては

今まで以上に本腰を入れてやってもらわなく

てはいけないと思います。やはり眠らせてい

ては一銭のお金にもならないということです

んで、今後ますます今まで以上に本腰を入れ

て売却に向けて頑張っていただきたい、努力

していただきたいということを要望しておき

ます。

　さて、それでは次ですけども、売却できた

のは高野口保育園と信太保育園、そして隅田

幼稚園の３園だったんですね。

　私のはじめ聞いていたところでは、こども

園で廃園になる園につきましては、原則売却

と聞いておりましたが、現実は半分も売却で

きないということだと思います。

　これも、私はやはり地域の方々とお話しす

る機会も大事だと思います。しかし、その前

に、これはもう廃園と決定したときに地域の

方々とお話ししていなくてはいけないと思い

ますが、これがどのような経過で話し合いを

しているのかわかりませんけども、少し遅い

のではないのかなと思います。

　そういう中で、先ほど答弁にもありました

けども、今度開設される橋本こども園、そし

て応其こども園による廃園になる園も、原則

売却していきたいということですけども、こ

れも結果終わってみれば、売却できるところ

もあれば、各地域に無償貸与するとかなるの

ではないのかなと思いますけども、あとのこ

ども園２園についての現状は、どのようにな

っているのか。売却できる方向で進んでいる

のかどうかについてお伺いしたいと思います。

○議長（石橋英和君）総務部長。

○総務部長（枡谷俊介君） 橋本こども園と応

其こども園によりまして廃園の保育園がどう

なるかということでございますが、廃園保育

園の跡地につきましては、以前から原則売却

という方向で方向づけをしておりましたけど

も、高野口こども園設置によりまして廃園と
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なりました保育園につきましては、廃園前か

ら地元区より市に対して要望書が出されたと

いうケースがありました。そういうことで、

原則売却という考えのもとに、各園とも地元

と協議をさせていただきました。その結果、

まだ決着のついていない園もあるんでござい

ますが、先ほど答弁させていただきましたよ

うに、園舎部分は売却、園庭部分は地元への

無償貸与ということになりまして、地元が園

庭部分を公園及び防災倉庫置き場として利用

することについて、覚書を市長と地元区長の

間で交わさせていただきました。

　ということで、すみだこども園につきまし

ても、ご要望いただいた上で、売却の方向で

今現在進めております。

　ご指摘の橋本保育園と橋本東保育園、それ

から名古曽保育園、伏原保育園につきまして

も、今までと同様に地元との協議を尊重しな

がら、原則売却の方向で考えておりますので

一部売却、それから一部については地元でご

使用いただくということも、今までと同様あ

り得るかなと考えております。

　以上です。

○議長（石橋英和君）22番　中本君。

○22番（中本正人君） 多分そういう答弁が返

ってくるだろうなと、私も思っていましたけ

ども、それならそれではじめから一部は売却

するけども、一部は各区へ貸与ということで

そのほうが気持ちいいですわね。

　結局、原則は売却しますけども、結果終わ

ってみれば、高野口こども園やすみだこども

園のように、売却できるところは半分しかな

いとなると思うんで、それはもうはっきりと

はじめからそう言ってもらったほうが、私ら

としてもこのうちの半分は売却するんだなと

考えますんで、そういうふうにしっかりと回

答してほしいなということを要望しておきた

いと思います。

　いいです。それで、私が一点お聞きしたい

のは、信太保育園の一部と高野口保育園の一

部と、そして向島保育園の一部が防災倉庫と

公園等で無償貸与ということですけども、こ

の３園とも私たちは見に行かせていただきま

した。当局もご存じのとおり、高野口保育園

はＪＲ高野口駅前に属し、高野口地区公民館

の西側ですよね。まあいえば一等地ですわ。

そして、向島保育園も向島地区の真ん中にあ

るんじゃないのかな。という中で、どうなっ

ているのかと見に行かせてもらったところ、

園庭部分に家庭にあるような収納倉庫が一つ

置いてあるだけですわ。これも金網で囲まれ

て、中へ入ることもできませんでした。そう

いうことが、本当にもったいないよな、これ

だけの一等地を、決して私はその地区に防災

倉庫設置用地をしてはいけないと言っている

んじゃないですよ。もっと誰が見ても価値の

ある貸与をしてほしいなと思っているんです。

　ですから、これからも今のままでしたら、

このままずっと行くんじゃないのかなと、私

自身は思うんですけども、当局としてどのよ

うな話し合いをしているのか。また、今後ど

のような話し合いをしていくのかということ

について、お伺いしたいと思います。

○議長（石橋英和君）総務部長。

○総務部長（枡谷俊介君） 今、現状をお話し

していただきましたけども、高野口保育園、

向島保育園の園庭につきましては、先ほども

申しましたように、地元が園庭部分を公園及

び防災倉庫置き場として利用するということ

それから管理上の責任は全て地元が持つとい

うことで、地元区長と市長の間で覚書を交わ

しておりますので、それ以外で利用すること

はできません。

　ということで、防災倉庫を増設することは

可能でございますが、防災倉庫につきまして

は、地元の実情に合わせて行うものでござい
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ますので、この点については地元に委ねてい

きたいと思います。覚書どおりで、本市は運

用していきたいと思っておりますので、よろ

しくお願いします。

○議長（石橋英和君）22番　中本君。

○22番（中本正人君） よくわかるんですよ。

私の言いたいことは、ただあまりにももった

いないなということを私は申し上げたいとい

うだけなんです。

　ですから、先ほども言いましたように、各

地区に防災倉庫設置用地としてお貸しすると

いうことは、決して私は無駄とは言いません

けども、ただあまりにも今の現状を見ますと

何か防災倉庫設置用地になっていないなとい

う感じがしたのでお聞きしたということです

んで、あとは各区で考えてもらわなくてはい

けないということです。

　ただ、と言っても、やはり当局としての指

導というのはおかしいですけども、話し合い

もできる限りしてあげてほしいなと思います

これはこれでいいです。

　そこでもう一点、私がお聞きしたいのは、

隅田幼稚園です。これは一部売却ですよね。

そこで、私も見に行かせていただきました。

そしたら、隅田幼稚園は間口が狭くて、奥行

きの長い、本当に細長い土地ですよね。そこ

で、園舎部分と進入路だけ売却、あとの残地

は無償貸与と。こんな中途半端な売却の仕方

ってあんのかなと、これは誰が見ても僕はそ

う思うと思うんですよね。この売却について

ちょっと説明をお願いできますか。

○議長（石橋英和君）教育次長。

○教育次長（坂本安弘君） お答えをいたしま

す。

　確かに議員おっしゃるように、また総務部

長の答弁にもありましたように、園舎部分に

ついて売却、それからそこに至る進入部分を

含んで売却、残りの土地については現状無償

貸与ということで行っております。

　平成 24年度末をもってすみだこども園の開

設の関係で、恋野幼稚園を含んで４園が幼稚

園として廃園になったわけですけども、既に

24年度当初ぐらいから、幼稚園が廃園になっ

た後の土地利用について、恋野幼稚園は学校

敷地内にありましたので、それを除いて３園

については、地元区といろいろと協議をさせ

ていただいておりました。そういった協議の

中で、結果として、園舎部分とそこに至る部

分の用地を売却して、残地については無償貸

与ということになりました。無償貸与の契約

につきましては単年契約で、毎年契約書を交

わして更新していくということになりますの

で、将来的に貸与垂井区のほうに売却できれ

ばとは考えてございます。

○議長（石橋英和君）22番　中本君。

○22番（中本正人君） いろいろと苦しい面も

あるかとは思います。それも、私は理解でき

ますけども、ただ私が言いたいのは、あとの

残地を見たときに、市有地でありながら市有

地としての価値がないということですわ。

　ですから、今次長が言われたように、これ

を垂井区のほうへ売却できるように努力した

いということをお聞きしたので、そういうも

んも必ず努力して、売却できるように話を進

めてほしい。でなければ、市有地でありなが

ら市有地の価値がないということは、ほんま

にただの土地と一緒ですからね。そんな余裕

は、本市の財政にはないですからね。という

ことで、極力売却に向けての努力というのを

してほしいなと、これはもう要望にしておき

ます。

　それでは続きまして、区などが使用してい

る元学校跡地ということでお伺いしたいと思

います。

　私は、この質問は、平成 23年９月定例会に

おきまして同様の質問をしております。そし
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て、当局の答弁としましては、地域の方々と

十分話し合いをしていきたいという答弁をい

ただきました。

　その後、地域の方々とどのような話し合い

をしてきたのか。その辺をお伺いしたいと思

います。

○議長（石橋英和君）総務部長。

○総務部長（枡谷俊介君） 平成23年９月の答

弁内容についての引き続きのご質問でござい

ますが、その後、若干区長との話し合いはし

ておりました。しかしながら、議員おただし

のように、全面的に地元と協議を行って進め

ておるというわけではございません。という

ことで、申しわけございませんと謝る以外は

ございません。怠慢と言われればそのとおり

でございますと言わざるを得ないと思います。

　しかしながら、議員もご承知のように、紀

見地区の跡地利用につきましては、国道との

隣接部分が地元の皆さんの共有地となってお

りまして、この入り口部分を購入する、利用

できるようにするということが、この敷地を

活用するための一番大きなネックになってお

ります。この土地は、昭和 26年に19人で登記

されておりまして、その皆さんはほぼお亡く

なりになっているという状態でございまして

相続という問題もございます。ということも

ございまして、購入作業が著しく難しいとい

うこともございまして、購入ができていない

地元との話し合いも進んでいないという現況

でございます。

　敷地の活用のためには、それ以外にも何ら

かの方法があろうかと思いますが、境界明示

の確定の問題もございまして、そちらのほう

についてもいまだ妙案がないまま、地元の皆

さんに、先ほど言いましたように、グラウン

ドゴルフ場とか、それから紀見幼稚園の駐車

場、それから各種イベントの駐車場等として

活用いただいているという状況でございます。

　購入作業が非常に難しいんでございますが

時がたちますと、ますます難しいという状況

が増えていきますので、この土地の活用のた

めには、できるだけ早い取り組みをしていき

たいと思っております。今後、いろいろな方

面から土地活用の打開策を研究させていただ

いて、今さらと言われて怒られるかもわかり

ませんが、積極的に動いてまいりたいと思い

ますので、どうかご理解のほどよろしくお願

いしたいと思います。どうも申しわけござい

ません。

○議長（石橋英和君）22番　中本君。

○22番（中本正人君） 私、部長から謝られま

して、ほんと私も逆に恐縮するんですけども

部長もこの４月からつかれて、私も申しわけ

ないなという気持ちがあるんですけども、そ

れはそれとして、これからもこの３校区につ

いても頑張ってほしい。

　というのは、もう知っているとおり、元応

其中学校はもう廃校になって 30年ですよ。そ

して、今現在使われているのは野球場、グラ

ウンドゴルフ２面、駐車場、そして正面入り

口にありんこの家と学童のハウスが建てられ

ていますけども、私も再々見に行ったんです

けども、ありんこの家も学童もあまり使用さ

れていない。近所の方にも聞きましたけど、

あまり使用されていないような気がするんで

す。あこで１万 1,000 ㎡からの面積があるん

ですよね。まして、少年野球のグラウンドと

して、応其小学校の運動場もあれば、高野口

小学校の運動場もありますやんか。そして、

その上に住吉運動公園かな、立派なものがあ

りますわ。そこへ、あまり使われていない野

球場というのはどうかなと、僕は思うんです

よね。僕も再々見に行きました。たまたま使

われていても、土曜か日曜ぐらいで、それも

いつも毎週していないと思います。けど、１

万 1,000 ㎡があれば、僕から言わせてもらっ
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たら半分でもいけるはずですよね。あんな高

野口のど真ん中に、あのままでほっといてい

いのかなと私はそう思うんです。

　ですが、財政豊かなときであれば、それは

結構です。けど、かといって、グラウンドゴ

ルフが僕はだめだと言っているんじゃないん

ですよ。半分でも十分使えると思うんですよ

ね。その辺、もうちょっとやっぱり考えてほ

しい、検討してほしいということです。もう

これ以上のことは、私は申しませんけども、

これだけ言えばわかってもらえると思います。

　そして、紀見小学校跡地もグラウンド面で

すけども、今年で２年、 23年９月、国道沿い

の長細い一部が民地ということは聞きました

けど、あの民地も細長い民地で、民地の所有

者も利用価値がないですわね。もちろん今部

長のお話のように何人かの人が持っていると

いうことで、難しいということもわかります

けども、やはりできる限り売却していって、

それをまた売却するとか、今現在グラウンド

ゴルフとして、駐車場として使われています

けども、私もこの１カ月ほど再々見に行った

んですよ。あまり使われていない。ですから

国道筋に面する一等地の土地をあまりにもっ

たいないなというのが、私の考えなんですよ

ですから、ほりっ放しではないと思いますけ

ども、やはり考えてほしいなと思います。紀

見小学校跡地も 35年ですよ。それが、いまだ

にあのような使い方をしているということは

もったいないと思いませんかということを、

私は申し上げたいんです。

　そして、元山田中学校跡地も、ただ今答弁

いただきましたけども、あれも 31年です。そ

れで、やっと仮称ですけども、山田地区公民

館、一応来年３月には完成すると聞いており

ますけども、あれも 31年ですよ。もうこれだ

け言えばわかってもらえると思いますけども

決してほうっておいたんではないというのも

私はわかります。しかし、考え考える中で、

こんな言い方は失礼ですけども、甘くないか

な。もちろん売る努力はしていましたけども

売れなければ、仮の話ですよ。別に固定資産

税がかかるんじゃなしに、けどこれが一般の

人の土地だったら、必死になって売りますよ

ねと思うんですよ。

　ですからそういうことで、やはりもう少し

頑張ってほしいなと思うし、先ほど部長から

も謝りのお言葉をいただきましたけども、や

はり私としては、私たち議員の質問を当局の

皆さんはどのように受けとめてくれているの

かなと考えたくもなるんです。

　きのうも何人かの議員が言っていましたよ

ね。決してほうっておいたんやないやろなと

思うけど、 終的には結局ほうっておいたん

だというてなるわけです。これ以上、私は申

しません。これだけ言えば、当局の方々は十

分わかってくれはると思いますので、これ以

上のことは申しませんけども、ひとつ自分の

発した言葉に対しては、やはり責任を持って

ほしいなということをお願いしたいと思いま

す。

　ここで、ひとつ提案させていただきたいん

ですけども、これもやはり財源確保、歳入確

保のために、これでやってくれとは言いませ

んけども、私は一つの提案として申し上げた

い。一つは廃園となった園を、そしてもう一

つは現在高野口町住吉にある元高野口町の水

道事業所、あそこはたしか平成８年に建てら

れていますわ。そして 19年に一応閉められて

いますけども、あこは２階建てだけどエレベ

ーターがついていますよ。もったいないなと

僕は思いますわ。ああいう施設を介護事業者

にお貸しするということは考えられませんか

これは例えばの話ですよ。そうすることによ

って、家賃収入が入り、それはまた雇用にも

つながるということですよね。私は、今もう
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そんな時代じゃないと思うし、遊ばせるのは

今時代じゃないでしょう。そういう考えはで

きませんかということが、まず一点お聞きし

たいと思います。

○議長（石橋英和君）上下水道部長。

○上下水道部長（大倉一郎君） アザレアのは

たにある、違うんですか。失礼しました。

（「住吉公園」と呼ぶ者あり）

○議長（石橋英和君）市長が答弁いたします。

　市長。

〔市長（平木哲朗君）登壇〕

○市長（平木哲朗君） 中本議員に答弁をさせ

ていただきます。

　誠にそのとおりやと思います。 27年度の計

画する公共施設の整備計画の中で、きちっと

そういう指針を出していきたいと思っていま

す。早く売れるものは早く売っていくという

こと、行政財産の処分は財政上非常に厳しい

状況もありますので、そういう面でしっかり

とした取り組みを行っていきますので、何と

ぞご了解のほどをお願いします。

（「介護事業所」と呼ぶ者あり）

○市長（平木哲朗君） 介護事業所につきまし

ても、一度その施設が介護施設として使える

のかどうかというのを検討しなければいけま

せんし、ひょっとしたら改装が要るかもわか

らんという現実もあるかもわからんので、そ

の施設が、逆にどういうふうに利用していく

かというのをしっかりと検討させていただい

て、そこから家賃が入れるような、耐震にも

問題がなければ、そういう使い方をしていく

あるいは売却していくという方向で検討させ

ていただきますので、ご了承のほどお願いし

ます。

○議長（石橋英和君）22番　中本君。

○22番（中本正人君） ぜひ有効活用ができま

すように努力してほしいと思います。

　そしてもう一点ですけども、今度は逆に未

利用地の土地、また公共施設の敷地内を太陽

光発電事業者にこれをまたお貸しするという

ことはできないでしょうか。となれば、今現

在本市でも市民病院東側に１万 100 枚の太陽

光パネルを設置していますわね。そら見た限

り、こういう言い方は合っているかどうかわ

かりませんけども、壮大なものですよ。私も

中を見ましたけども、すごいものです。けど

あれも 20年間で年間 120 万、そして撤去費が

年間 350 万円積み立てますわね。ということ

は、20年で 7,000 万円ということは、その会

社が仮になくなってでも、積み立てられたお

金というのは、これに関しても、僕は企業誘

致室もすごいなと感じています。せやから、

こういうことも、各地の自治体でやっていま

すよ。自治体が公共事業者に入札でお貸しす

るって、これ自治体やっていますわ。これか

らまだ、ますます増えてくると思います。で

すから、もしまだ使われていない土地で、そ

ういう考えも視野に入れて、これから取り組

んでほしいなと思いますので、これも要望に

とどめますので、よろしくお願いしたいと思

います。

　それでは続きまして、分譲可能な土地とい

うことで、私はお聞きしたいと思いますけど

も、まず原田のナガヒラっていうのかな、用

地。あれが隣接者に売却を進めていると言わ

れていましたよ。そして、伏原駐在所跡地も

元所有者に売却を進めている。そして、小田

地内の売却の残地を、隣接者に売却していく

ということを、私は聞いていますけども、そ

の経過というものはどういうものになってい

るのかお聞きしたいと思います。

○議長（石橋英和君）総務部長。

○総務部長（枡谷俊介君） 分譲可能な土地に

ついてのご質問でございますが、一点目が多

分原田長平用地でございますか。原田長平用

地につきましては、現在不動産鑑定が終了い
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たしまして、隣接者との話し合いを予定して

おります。しかしながら、売却に当たって、

ほかの隣接者の同意が必要となりますので、

そちらのほうにつきましても協議を進めてま

いりたいと思っております。

　それから、伏原の駐在所用地でございます

が、これにつきましては、現在もとの所有者

と売買価格について交渉中でございます。協

議は進めております。

　それからもう一点は、多分官舎用地ですか。

（発言する者あり）

○総務部長（枡谷俊介君） 愛宕の官舎用地だ

と思います。違うんかな。少々お待ちくださ

い。25年度の一覧表を確認いたします。

○議長（石橋英和君）22番　中本君。

○22番（中本正人君） 私が申し上げたいのは 、

やはり売却できるところは売却して、財源を

確保してほしいということですわ。それ以外

何もないです。だから、努力してほしいとい

うことを、私は申し上げたい。

　私はなぜこういう質問をしたかと言います

と、私もこれまでに３人の市長とかかわって

きました。 村前市長、木下市長、そして今

度は平木市長と。けど、考えましたら、 村

市長当時は、まだ本市も財政は裕福とはいか

なくても、結構まだお金はあったですわね。

そして、木下市長の当時は、やはり合併特例

債というお金がありました。けど、平木市長

市政となったら、本当に財政に関して明るい

光が見えてこない。これからは、特例債もも

うあと 10億円を切ったとか言っていますし、

これからまたあと 16年間にかけて償還してい

かなあきませんわね。そして、普通交付税も

小さくなると。それで、人口減少と。本当に

苦しいという中で、私は平木市長も大変だな

と思いますけども、このためにも売却できる

ところは売却していって、少しでも足しにな

れるようやってほしいなということを、私は

そういう願いからこの質問をしたというわけ

ですのんで、ひとつ頑張っていただきたいと

いうことは申し上げ、この一点目の質問を終

わります。

○議長（石橋英和君） 次に、質問項目２、え

びす温泉に関する質問に対する答弁を求めま

す。

　市民生活部長。

〔市民生活部長（石井美鈴君）登壇〕

○市民生活部長（石井美鈴君） 市立共同浴場

えびす温泉についてお答えします。

　岸上地区内に設置している市立共同浴場え

びす温泉については、昭和 60年度に設置し、

これまで長年にわたり、地域の方々の公衆浴

場として、多くの方々に利用されてきました

また、平成 18年に地方自治法が改正され、指

定管理者制度が創設されたのを機に、平成 18

年度以降、岸上区を指定管理者とする管理運

営委託を行っており、現委託協定は、平成 24

年度から26年度の３カ年としています。

　しかしながら、近年は施設の老朽化等が相

当進んでおり、ほぼ毎年のように修繕を行わ

なければならないのが現状です。市が負担す

るコスト面から申しましと、施設の修繕料は

平成24年度は 199 万 5,000 円、平成 25年度で

は65万 1,000 円であり、委託金額 750 万円を

これらに加えますと、市の負担は、平成 24年

度で 949 万 5,000 円、平成 25年度では 815 万

1,000 円であり、これらを利用者一人当たり

のコストに換算すれば、平成 24年度で約 320

円、平成 25年度は約 261 円となっています。

これに対しまして、利用者が負担する入浴料

は、大人 150 円、高齢者及び子どもが 80円で、

月極めでは大人 2,200 円、高齢者及び子ども

1,500 円に設定しています。

　えびす温泉がこのような状況にありますの

で、民間でできることは民間へ移行させてい

くことが必要と考えており、本市としまして
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は、施設の廃止を念頭に、現在岸上区と協議

を行っています。

　当該施設は、国庫補助金の充当施設ですの

で、31年間の処分制限期間が設けられており 、

その制限期間が平成 28年度で満了することか

ら、同年度末をもってえびす温泉の廃止をし

たいと考えています。

　また、自宅に内風呂のない利用者の方々に

あっても、この期間を施設廃止に備えていた

だく準備期間としてご理解いただければと考

えていますので、よろしくお願いします。

○議長（石橋英和君） 22番　中本君、再質問

ありますか。

　22番　中本君。

○22番（中本正人君） 今の答弁を聞かせてい

ただいて、処分制限期間が切れる 28年３月を

もって閉鎖したいということですね。

　私も行政に参画させていただいて、財政の

こともよくわかりますが、私個人としては、

沸かせる間は風呂を存続してあげてほしいな

と思うんですけども、そうもいかないところ

も多々あるかなという、それも理解もできま

すし、私の気持ちとしても本当に複雑な気持

ちですけども、そういう気持ちで、できたら

３年ぐらいの契約してあげてほしいなと思う

けども、来年がちょうど契約年ですので、２

年ということですよね。そういうことですね。

　これも仕方ないといえば仕方ないというこ

とですけども、これもやはり 終的には地元

区との話を十分してほしいなと思います。

　そこで、二点ほどお願いしたいんですけど

も、28年３月をもって閉鎖するということを 、

周知方法を市の広報なり、またえびす温泉浴

場前に張り紙等を張っていただいて、入浴者

に対して知らせてほしいなと思いますけども

いかがでしょうか。

○議長（石橋英和君）市民生活部長。

○市民生活部長（石井美鈴君） 議員おただし

の件でございますが、施設廃止につきまして

は28年度ということで、平成 29年３月をもっ

て廃止というほうに考えております。

　それと、今現在の広報のことでございます

が、議員ご指摘のとおり広報の市報はしもと

であったり、ホームページまたは浴場のとこ

ろに掲示をする、または岸上地区内での回覧

をお願いするなど、周知をしてまいりたいと

思いますので、その際には、また地元の岸上

区の方々とも、区長をはじめ役員の方々と十

分協議の上、必要に応じ、順次行ってまいり

たいと思いますので、よろしくお願いします。

○議長（石橋英和君）22番　中本君。

○22番（中本正人君） さっき私は勘違いして

言ったのかな。あと３年間ということですね

２年でしょう。

○議長（石橋英和君）市長。

〔市長（平木哲朗君）登壇〕

○市長（平木哲朗君）お答えします。

　指定管理が 24年から 26年まであります。そ

こから２年間、 27、28年度は岸上区へお願い

していくという期間であるので、ご了解くだ

さい。

○議長（石橋英和君）22番　中本君。

○22番（中本正人君） すいません。よくわか

りました。間違いないです。

　それでもう一点ですけども、一応施設が閉

鎖されましたら、お風呂のないご家庭も３割

ほどいてるのかなと思います。そしてもう一

つは、ほとんどの方が高齢者という中で、今

まで仮におうちでお風呂があってでも、お風

呂を沸かしていない。ましてもう高齢者 、

70、80になったときに、果たして風呂は沸か

せるけども大変だなということも考えるわけ

です。

　そこでできましたら、利用者の入浴サポー

ト策というのか等々を考えてやってほしいな

と思うんですけども、いかがでしょうか。
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○議長（石橋英和君）市民生活部長。

○市民生活部長（石井美鈴君） 議員ご指摘の

とおり、やはりお風呂のない方もいらっしゃ

います。まして高齢者の方について、新たに

内風呂をつくるということは、かなり財政的

なところでもかなりな負担になるかと思いま

す。それらのことにつきましても、今後 27年

から28年度の２年間の間に、施設廃止後の利

用者の入浴の支援策及び地域のコミュニティ

的施設としての代替機能の確保等についての

必要か否か、また必要とすればどのような対

策が望ましいかなどについて、先ほども申し

上げましたとおり、岸上区の皆さま方と協議

しつつ、検討していきたいと考えております

ので、ご理解をいただきたいと思います。

○議長（石橋英和君）22番　中本君。

○22番（中本正人君） ありがとうございまし

た。

　行政としましても高齢者の皆さん、そして

またおうちにお風呂のない人たちのためにも

できる限りご尽力していただきたいというこ

と、そしてくれぐれも岸上地区の区長をはじ

め皆さん方と十分な話し合いをしていただき

たいということを申し上げまして、私の質問

を終わります。

○議長（石橋英和君） 22番　中本君の一般質

問は終わりました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○議長（石橋英和君）お諮りいたします。

　本日の会議はこの程度にとどめ、延会し、

明６月 18日午前９時 30分から会議を開くこと

にいたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（石橋英和君） ご異議なしと認めます 。

よって、そのように決しました。

　本日はこれにて延会いたします。ご苦労さ

までした。

（午後４時53分　延会）
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